
 議案第１５号 

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい    

   て 

 

 かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和６年２月２９日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市介護保険条例（平成１８年かすみがうら市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号」を「第３８条第

１項第１号」に、「３１，２００円」を「３０，５００円」に改め、同項第２

号中「第３９条第１項第２号」を「第３８条第１項第２号」に、「４６，８０

０円」を「４６，０００円」に改め、同項第３号中「第３９条第１項第３号」

を「第３８条第１項第３号」に、「４６，８００円」を「４６，３００円」に

改め、同項第４号中「第３９条第１項第４号」を「第３８条第１項第４号」に、

「５６，１００円」を「６０，４００円」に改め、同項第５号中「第３９条第

１項第５号」を「第３８条第１項第５号」に、「６２，４００円」を「６７，

２００円」に改め、同項第６号から第１１号までを次のように改める。 

 （６） 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８０，６００円 
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 （７） 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８７，３００円 

 （８） 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １００，８００円 

 （９） 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １１４，２００円 

 （１０） 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２７，６００円 

 （１１） 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４１，１００円 

 第４条第１項に次の２号を加える。 

 （１２） 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １５４，５００円 

 （１３） 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １６１，２００円 

 第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「１８，７２０円」を「１９，１５０円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「１８，７２０円」を「１９，１５０円」に、「３１，２００円」を「３

２，５９０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に、「１８，７２０円」を「１９，１５０円」

に、「４３，６８０円」を「４６，０３０円」に改める。 

 第６条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」

に、「又は」を「、」に改め、「第９号ロ」の次に「、第１０号ロ、第１１号

ロ又は第１２号ロ」を加え、「令第３９条第１項第１号から第９号まで」を「同

項第１号から第１２号まで」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市介護保険条例第４条及び第６条第

３項の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料について適用し、令和５年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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